
 

Ｇ－Ｂｉｏ石巻須江発電事業 環境影響評価準備書に係る答申 

 

１ 全般的事項 

（１） 対象事業実施区域（以下「事業区域」という）に近接して，小学校，保育所及

び多数の住居等が立地しているため，本事業の実施による大気質，騒音，悪臭等

生活環境への影響が懸念される。 

 このことから，事業の実施にあたっては，大気質，騒音，悪臭等の生活環境へ

の影響だけでなく，その他の環境要素に関しても，準備書に記載された環境保全

措置の確実な実施に加え，後述する個別的事項を踏まえた環境影響の一層の回避，

低減に努めること。 

 

（２） 発電に使用する燃料について，評価書においては，新規燃料 G-Bio Fuel .P（以

下「新規燃料」という）に関する詳細な情報（原料（学名を含む），成分組成，

他事業における使用実績等）を記載するとともに，再生可能エネルギーの固定価

格買取制度の対象燃料として認定されなかった場合の対応も含めて，明確に示す

こと。 

 

（３） 環境保全措置の検討に当たっては，実施による効果を定量的に判断し，必要に

応じて準備書に記載の環境保全措置の見直しを検討すること。 

 

（４） 事業区域周辺の住民，関係自治体である石巻市及び東松島市の関係者に対して，

環境影響に関する情報を積極的に提供するとともに，理解を得た上で事業を進め

ること。 

また，新規燃料の使用により，想定外の環境影響の発生が懸念されることから，

事業の実施に当っては，住民等へ施設の稼働状況及び常時監視システムのリアル

タイムでの共有，事後調査結果の迅速なフィードバック等，積極的な情報提供を

行うこと。そのうえで，地元との環境保全に係る協議会等を組織することが望ま

しい。   

 

２ 個別的事項 

（１） 大気質 

イ 新規燃料の臭気や排気が大気質に与える影響について，同種及び類似の植物油と 

比較した結果を参考に掲載する等，よりわかりやすく評価書に記載すること。 

 

ロ 稼働後の環境保全措置として，窒素酸化物をはじめとする大気質について，常時 

監視を実施するとともに，実際の拡散の状況，濃度測定を含め，事後調査の対象と

すること。また，常時監視や事後調査の結果については，積極的に公表し，地域と
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の情報交換に努めること。 

 

ハ 排ガス処理施設の設計に当たっては，常時監視結果や事後調査の結果に応じて，

より環境への影響を低減することが可能な構造となるようあらかじめ検討するこ

と。これを踏まえて，評価書においては，効果的な排出ガス対策を検討し，排出ガ

ス濃度を算出した上で，改めて予測及び評価を行うこと。 

 

（２） 悪臭 

  新規燃料の不純物を含めた成分組成等を明らかにした上で，保管時及び燃焼に伴い，

生活環境に与える影響について，臭気指数等に係る計量証明等，科学的に評価した結果

を評価書に記載すること。 

 

（３） 騒音 

イ 幹線交通を担う道路に近接する地域以外の調査地点における騒音の評価にあって

は，現状の環境を踏まえ，今満たしている基準の中で最も厳しい基準を準用し，適

切に評価を行うこと。 

 
ロ 事業区域近傍には住居等が存在することから，工事中の資材，機械の運搬及び残

土処理にかかる大型車両の通行に伴う騒音による生活環境への影響が懸念される。

このため，大型車両の通行計画を含めて評価し直し，必要に応じて生活環境への影

響が大きい時間帯における通行の回避や，通行車両台数の時間帯毎の分散等，生活

環境への影響をより低減させる措置を検討すること。 

 

（４） 水質 

燃料の漏出や火災等により，周辺の水環境へ影響が及ぶことのないよう，点検項目を

含め対応方針について，評価書に記載すること。 

 

（５）地形・地質 

イ 対象事業実施区域内に土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）が存在することから，

事業実施により残存する急傾斜地の斜面に与える影響について，崩壊予備物質にな

りうる土層の簡易貫入試験や急傾斜地の安定解析等を実施した上で評価すること。

また，土砂災害に関わる既存の防災施設について調査し，予測及び評価し，評価書

に記載すること。  

 

ロ 旭山撓曲と須江断層の位置関係を示した上で，施設の耐震安全性の評価を可能な

範囲で行い，その内容を評価書に記載すること。また，評価の結果，活断層型地震

やプレート境界型地震による施設への影響が懸念される場合にあっては，より安全

側での保全措置を検討すること。 

 

（６）動物 

イ 両生類の調査について，より広域を対象とした現地踏査結果を評価書に掲載した

上で，実効性の高い環境保全措置を適切に講ずること。 



 

ロ 猛禽類の繁殖について年時変化があることを踏まえ，今回確認されたノスリ以外

の猛禽類についても，着工までに生息状況に係る追加調査を実施すること。また，

追加調査結果を踏まえ，事後調査の実施を検討する等の環境保全措置を講じること

とし，その旨を評価書に記載すること。 

 
（７）温室効果ガス 

温室効果ガスの排出量について，原料の栽培，燃料の製造，燃料を輸入する際の船舶

等の運行なども含め，ライフサイクルの視点に基づき，個別の増加要素及び減少要素を

明確にした上で予測及び評価を行うこと。 

 

（８）放射線の量 

放射線の量について，事業区域内の土壌の放射性物質濃度を測定する等適切に把握し

た上で，拡散防止措置等を事業計画に反映すること。 


